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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期

中間連結会計期間
第22期

中間連結会計期間
第21期

会計期間
自2024年４月１日
至2024年９月30日

自2025年４月１日
至2025年９月30日

自2024年４月１日
至2025年３月31日

売上高 （千円） 10,010,488 11,039,988 21,155,962

経常利益 （千円） 305,939 269,377 685,724

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
（千円） 203,440 177,808 496,106

中間包括利益又は包括利益 （千円） 203,440 177,808 496,106

純資産額 （千円） 3,079,887 3,432,234 3,347,617

総資産額 （千円） 7,354,189 7,875,465 8,189,387

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 72.77 64.35 177.71

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） 70.60 62.11 172.42

自己資本比率 （％） 41.1 43.0 40.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 183,750 327,486 746,419

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △351,268 △223,720 △767,446

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △120,435 △311,201 89,915

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（千円） 1,003,249 1,153,583 1,361,152

（注）当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な雇用情勢や所得環境の改善、インバウンド需要により緩やか

な回復基調にあった一方で、依然として続くウクライナや中東の情勢不安や世界的な原材料及びエネルギー価格の

高騰や物価上昇により、先行きの不透明な状況で推移しました。

　このような事業環境の中、当社グループはダイレクトマーケティング実施企業に対して、マーケティングの各局

面において最適なソリューションを提供するべく努めてまいりました。また、積極的な人材採用を行い、営業力及

び提供サービスの強化に取り組んでまいりました。

　この結果、当社グループの当中間連結会計期間における売上高は11,039,988千円（前年同期比10.3％増）、営業

利益は256,031千円（前年同期比16.8％減）、経常利益は269,377千円（前年同期比12.0％減）、親会社株主に帰属

する中間純利益は177,808千円（前年同期比12.6％減）となりました。

 

　セグメント別の業績は以下のとおりです。

ⅰ）ダイレクトメール事業

　ダイレクトメール事業におきましては、充実した営業体制を基盤に、企画制作からデザイン、印刷、封入・封

緘作業を一括して手がけるワンストップサービスの提供、郵便やメール便のスケールメリットを活かした提案型

営業を積極的に展開いたしました。また、発送代行サービスのオンライン受注や見込顧客別のマーケティング施

策を強化することで、販路の拡大を図るとともに、従業員による対面業務を削減することで業務効率及び生産性

の向上に努めました。ＥＣ通販市場の拡大に伴い需要が増加している宅配便等の小口貨物を取扱うフルフィルメ

ントサービスについては、６月の八王子第６フルフィルメントセンターの開設等の先行投資を行い、サービス提

供体制の強化に努めました。

　この結果、新規顧客の開拓及び既存顧客からの受注が堅調に推移し、売上高は9,818,841千円（前年同期比

11.9％増）、セグメント利益は548,552千円（前年同期比14.3％増）となりました。

 

ⅱ）インターネット事業

　インターネット事業におきましては、コンサルティング型マーケティングサービスの提供を強化するととも

に、これまで培ったＷｅｂサイトのコンテンツ制作ノウハウを活かしたバーティカルメディアサービス（注）に

も引き続き注力いたしました。また、これまでのノウハウを活かしたＳＮＳ関連サービスの強化も行っておりま

す。

　この結果、売上高は535,793千円（前年同期比13.7％減）、セグメント利益は57,334千円（前年同期比57.0％

減）となりました。

（注）バーティカルメディアサービスとは、特定の分野に特化した自社Ｗｅｂサイトの運営を通じて、利用者へ

有益な情報や各種サービスを提供するサービスです。

 

ⅲ）アパレル事業

　アパレル事業におきましては、子会社である株式会社ビアトランスポーツ（以下、ビアトランスポーツ）の販

売体制の整備充実を図るとともに別注商品の企画にも注力しました。また、引き続き為替やインフレ等の外部環

境の影響を受けました。

　この結果、売上高は685,353千円（前年同期比11.4％増）、セグメント利益は27,759千円（前年同期比38.1％

増）となりました。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

　当中間連結会計期間末における総資産の残高は7,875,465千円となり前連結会計年度末に比べ、313,922千円減少

しました。これは主に、棚卸資産の増加103,806千円があった一方で、現金及び預金の減少207,568千円、受取手形

及び売掛金の減少183,235千円及びその他有形固定資産の減少62,711千円があったことによるものです。
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（負債）

　当中間連結会計期間末における負債の残高は4,443,231千円となり前連結会計年度末に比べ、398,538千円減少し

ました。これは主に、買掛金の減少236,534千円及び長期借入金の減少204,960千円があったことによるものです。

 

（純資産）

　当中間連結会計期間末における純資産の残高は3,432,234千円となり前連結会計年度末に比べ、84,616千円増加

しました。これは主に利益剰余金の増加113,846千円があったことに対して、自己株式の増加31,693千円があった

ことによるものです。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ207,568千円減少し、

1,153,583千円となりました。

　当中間連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は327,486千円（前年同期比78.2％増加）となりまし

た。これは主に税金等調整前中間純利益267,286千円の計上、減価償却費151,764千円及び売上債権の増加額

184,087千円があった一方で、仕入債務の減少額237,387千円があったことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は223,720千円（前年同期比36.3％減少）となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出153,101千円及び敷金及び保証金の差入による支出50,617千円が

あったことによるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は311,201千円（前年同期比158.4％増加）となりまし

た。これは主に長期借入金の返済による支出218,010千円及び配当金の支払額63,961千円があったことによるもの

です。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,800,000

計 8,800,000

 

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,851,000 2,851,000
東京証券取引所

スタンダード市場

権利内容に何ら限定

のない、当社におけ

る標準となる株式で

あり、単元株式数は

100株であります。

計 2,851,000 2,851,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2025年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2025年３月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
取締役　　５

従業員　　58

新株予約権の数（個）※ 1,508

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式　150,800

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,458（注）１

新株予約権の行使期間 ※ 自　2029年７月１日 至　2040年４月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　1,459

資本組入額　　730

新株予約権の行使の条件 ※ （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※
（注）３

※ 新株予約権証券の発行時（2025年４月23日）における内容を記載しております。

（注）１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、金1,458円とします。なお、本新株予約権の割

当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる

ものとします。

「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とします。平均値の計算

は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てるものとします。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとします。

２．新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2028年３月期から2035年３月期ま

でのいずれかの連続する２事業年度において、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない

場合には、損益計算書。以下同様。）に記載された経常利益の合計額が2,500百万円を超過した場合にの

み、これ以降本新株予約権を行使することができるものとします。

なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を

及ぼす組織再編行為等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適

切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除

し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、

決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社

取締役会にて定めるものとします。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計

上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものと

します。

(2）上記(1)の条件の達成に加えて、新株予約権の割当日から2040年４月22日までの特定の連続する21営業日

（当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く）において、当該連続する21営業日の各日の当社普通

株式の終値の平均（円未満は切り捨てるものとします）が下記(a)から(c)に記載した条件を充たした場合

にのみ、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」とい

う。）のうち最も高い割合を乗じて算出された数（計算の結果生じる１個未満の端数は切り捨てるものと

します。）を上限として本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権

の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行

使することはできないものとします。ただし、上記（注）１に基づく行使価額の調整を行う場合には、下

記(a)から(c)に記載する金額も、当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法によ

り調整されるものとします。

(a)  3,526円 /株 以上となった場合：行使可能割合20％
(b)  7,052円 /株 以上となった場合：行使可能割合50％
(c)  10,578円 /株 以上となった場合：行使可能割合100％

(3）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要することとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があ

ると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(6）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできないものとします。
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３．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記の定めに準じて決定するものとします。

本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100

株とします。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当

てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、

かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これら

の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される

ものとします。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（注）１で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）３．(3)に従って

決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記の定めに準じて決定します。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とします。計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとします。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8）その他新株予約権の行使の条件

上記（注）２に準じて決定します。

(9）新株予約権の取得事由及び条件

下記の定めに準じて決定するものとします。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主

総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）２に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
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決議年月日 2025年７月15日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員　　１

新株予約権の数（個）※ 22

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式 2,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,546（注）１

新株予約権の行使期間 ※ 自2029年７月１日 至2040年４月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格     1,549

資本組入額     775

新株予約権の行使の条件 ※ （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※
（注）３

※ 新株予約権証券の発行時（2025年８月７日）における内容を記載しております。

（注）１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、金1,546円とします。なお、本新株予約権の割

当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる

ものとします。

「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とします。平均値の計算

は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てるものとします。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとします。

２．新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2028年３月期から2035年３月期ま

でのいずれかの連続する２事業年度において、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない

場合には、損益計算書。以下同様。）に記載された経常利益の合計額が2,500百万円を超過した場合にの

み、これ以降本新株予約権を行使することができるものとします。

なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を

及ぼす組織再編行為等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適

切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除

し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、

決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社

取締役会にて定めるものとします。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計

上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものと

します。
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(2）上記(1）の条件の達成に加えて、新株予約権の割当日から2040年４月22日までの特定の連続する21営業日

（当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く）において、当該連続する21営業日の各日の当社普通

株式の終値の平均（円未満は切り捨てるものとします。）が下記(a)から(c)に記載した条件を充たした場

合にのみ、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」とい

う。）のうち最も高い割合を乗じて算出された数（計算の結果生じる１個未満の端数は切り捨てるものと

します。）を上限として本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権

の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行

使することはできないものとします。ただし、上記（注）１に基づく行使価額の調整を行う場合には、下

記(a)から(c)に記載する金額も、当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法によ

り調整されるものとします。

(a)  3,526円 /株 以上となった場合：行使可能割合20％
(b)  7,052円 /株 以上となった場合：行使可能割合50％
(c)  10,578円 /株 以上となった場合：行使可能割合100％

(3）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要することとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があ

ると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(6）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできないものとします。

３．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記の定めに準じて決定するものとします。

本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100

株とします。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整

は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これら

の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される

ものとします。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（注）１で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）３．（３）に従っ

て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。
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(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記の定めに準じて決定します。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とします。計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとします。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8）その他新株予約権の行使の条件

上記（注）２に準じて決定します。

(9）新株予約権の取得事由及び条件

下記の定めに準じて決定するものとします。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主

総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）２に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年４月１日～

2025年９月30日

（注）

2,000 2,851,000 1,748 378,425 1,748 304,592

（注）　新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

花矢　卓司 東京都武蔵野市 919,800 33.32

福村　寛敏 東京都武蔵野市 578,700 20.96

アセットインクリーズ株式会社 東京都武蔵野市中町二丁目23番８号 260,000 9.42

中村　剛 大阪府大阪市西区 80,100 2.90

丸谷　和徳 東京都目黒区 50,200 1.82

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 39,218 1.42

ディーエムソリューションズ社員持

株会
東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号 34,100 1.24

岩崎　康二 東京都港区 30,000 1.09

松本　和久 東京都新宿区 26,000 0.94

金子　主税 千葉県浦安市 24,700 0.89

計 － 2,042,818 74.00

 

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有

株式）

普通株式

90,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,759,600 27,596 －

単元未満株式 普通株式 1,100 － －

発行済株式総数  2,851,000 － －

総株主の議決権  － 27,596 －
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②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

ディーエムソリューショ

ンズ株式会社

東京都武蔵野市御殿

山一丁目１番３号
90,300 － 90,300 3.17

計 － 90,300 － 90,300 3.17

（注）上記自己保有株式には、単元未満株式66株は含まれておりません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、ふじみ監査法人による期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,361,152 1,153,583

受取手形及び売掛金 2,401,453 2,218,218

棚卸資産 ※ 361,083 ※ 464,889

その他 219,254 160,144

貸倒引当金 △1,558 △1,472

流動資産合計 4,341,384 3,995,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 887,530 919,459

土地 1,584,384 1,584,384

その他（純額） 769,043 706,332

有形固定資産合計 3,240,958 3,210,176

無形固定資産   

のれん 142,706 130,814

その他 51,950 67,647

無形固定資産合計 194,656 198,461

投資その他の資産   

その他 415,238 475,023

貸倒引当金 △2,850 △3,561

投資その他の資産合計 412,388 471,461

固定資産合計 3,848,003 3,880,100

資産合計 8,189,387 7,875,465

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,773,307 1,536,773

１年内返済予定の長期借入金 422,970 409,920

未払法人税等 140,061 109,807

賞与引当金 132,480 151,120

その他 472,458 533,857

流動負債合計 2,941,278 2,741,479

固定負債   

長期借入金 1,886,580 1,681,620

その他 13,912 20,132

固定負債合計 1,900,492 1,701,752

負債合計 4,841,770 4,443,231

純資産の部   

株主資本   

資本金 376,677 378,425

資本剰余金 302,844 304,592

利益剰余金 2,708,847 2,822,693

自己株式 △90,270 △121,963

株主資本合計 3,298,097 3,383,746

新株予約権 49,520 48,487

純資産合計 3,347,617 3,432,234

負債純資産合計 8,189,387 7,875,465
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 10,010,488 11,039,988

売上原価 8,358,191 9,301,223

売上総利益 1,652,297 1,738,765

販売費及び一般管理費 ※ 1,344,460 ※ 1,482,733

営業利益 307,836 256,031

営業外収益   

受取利息 89 1,041

受取配当金 14 13

持分法による投資利益 5,890 14,872

助成金収入 1,282 －

為替差益 － 3,527

その他 1,589 4,185

営業外収益合計 8,866 23,640

営業外費用   

支払利息 8,759 9,634

支払手数料 2 79

為替差損 1,933 －

その他 66 579

営業外費用合計 10,763 10,294

経常利益 305,939 269,377

特別損失   

固定資産除却損 － 2,091

特別損失合計 － 2,091

税金等調整前中間純利益 305,939 267,286

法人税、住民税及び事業税 102,499 89,478

中間純利益 203,440 177,808

非支配株主に帰属する中間純利益 － －

親会社株主に帰属する中間純利益 203,440 177,808
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 203,440 177,808

中間包括利益 203,440 177,808

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 203,440 177,808

非支配株主に係る中間包括利益 － －
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 305,939 267,286

減価償却費 90,299 151,764

のれん償却額 11,892 11,892

貸倒引当金の増減額（△は減少） 930 624

固定資産除却損 － 2,091

受取利息及び受取配当金 △103 △1,054

支払利息 8,759 9,634

為替差損益（△は益） 1,773 133

持分法による投資損益（△は益） △5,890 △14,872

売上債権の増減額（△は増加） △140,794 184,087

棚卸資産の増減額（△は増加） △79,908 △103,806

仕入債務の増減額（△は減少） 123,147 △237,387

未払金の増減額（△は減少） △32,055 28,896

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,522 18,639

その他 △14,107 120,830

小計 297,405 438,759

利息及び配当金の受取額 103 1,054

利息の支払額 △8,759 △9,634

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △104,998 △102,693

営業活動によるキャッシュ・フロー 183,750 327,486

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △354,487 △153,101

ソフトウエアの取得による支出 － △24,430

敷金及び保証金の差入による支出 △210 △50,617

その他 3,429 4,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,268 △223,720

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △186,406 △218,010

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △426 －

自己株式の取得による支出 △54 △31,693

配当金の支払額 △33,548 △63,961

新株予約権の発行による収入 － 157

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 2,306

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,435 △311,201

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,773 △133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △289,726 △207,568

現金及び現金同等物の期首残高 1,292,976 1,361,152

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,003,249 ※ 1,153,583
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【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（中間連結貸借対照表関係）

※　棚卸資産の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

商品 297,226千円 400,742千円

貯蔵品 63,856 64,146

 

（中間連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
　　至 2024年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
　　至 2025年９月30日）

給料及び手当 500,284千円 552,836千円

広告宣伝費 168,547 176,354

賞与引当金繰入額 119,185 117,641

貸倒引当金繰入額 930 624

退職給付費用 16,628 18,234
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり

であります。

 
前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）

現金及び預金勘定 1,003,249千円 1,153,583千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 1,003,249 1,153,583

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前中間連結会計期間（自2024年４月１日 至2024年９月30日）
１．配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月26日
定時株主総会

普通株式 33,548 12 2024年３月31日 2024年６月27日 利益剰余金

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

 
Ⅱ 当中間連結会計期間（自2025年４月１日 至2025年９月30日）
１．配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月25日
定時株主総会

普通株式 63,961 23 2025年３月31日 2025年６月26日 利益剰余金

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年11月12日
取締役会

普通株式 41,409 15 2025年９月30日 2025年12月10日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

中間連結損益計
算書計上額
　 （注）２ 

ダイレクト
メール事業

インターネッ
ト事業

アパレル事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 8,774,269 620,911 615,307 10,010,488 － 10,010,488

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － △20 △20 20 －

計 8,774,269 620,911 615,287 10,010,468 20 10,010,488

セグメント利益 479,966 133,370 20,094 633,431 △325,594 307,836

（注）１．セグメント利益の調整額△325,594千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△325,594千円であ

ります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

中間連結損益計
算書計上額
　 （注）２ 

ダイレクト
メール事業

インターネッ
ト事業

アパレル事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 9,818,841 535,793 685,353 11,039,988 － 11,039,988

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 2,477 2,477 △2,477 －

計 9,818,841 535,793 687,831 11,042,466 △2,477 11,039,988

セグメント利益 548,552 57,334 27,759 633,646 △377,615 256,031

（注）１．セグメント利益の調整額△377,615千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△377,615千円であ

ります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

（単位：千円）
 

 

報告セグメント

ダイレクトメール
事業

インターネット
事業

アパレル事業 計

ダイレクトメール 7,653,128 － － 7,653,128

フルフィルメントサービス 1,121,140 － － 1,121,140

バーティカルメディアサービス － 301,553 － 301,553

デジタルマーケティングサービス － 319,358 － 319,358

アパレル輸入販売 － － 615,307 615,307

顧客との契約から生じる収益 8,774,269 620,911 615,307 10,010,488

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 8,774,269 620,911 615,307 10,010,488

 

当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

（単位：千円）
 

 

報告セグメント

ダイレクトメール
事業

インターネット
事業

アパレル事業 計

ダイレクトメール 8,216,261 － － 8,216,261

フルフィルメントサービス 1,602,579 － － 1,602,579

バーティカルメディアサービス － 204,922 － 204,922

デジタルマーケティングサービス － 330,871 － 330,871

アパレル輸入販売 － － 685,353 685,353

顧客との契約から生じる収益 9,818,841 535,793 685,353 11,039,988

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 9,818,841 535,793 685,353 11,039,988
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（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

(1）１株当たり中間純利益 72円77銭 64円35銭

　（算定上の基礎）   

　親会社株主に帰属する中間純利益（千円） 203,440 177,808

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利

益（千円）
203,440 177,808

　普通株式の期中平均株式数（株） 2,795,679 2,763,124

(2）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 70円60銭 62円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額（千
円）

－ －

普通株式増加数（株） 85,805 99,876

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、

前連結会計年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2025年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………41,409千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………15円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2025年12月10日

（注）2025年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年11月13日

ディーエムソリューションズ株式会社

取締役会　御中

 

ふじみ監査法人

　東京事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 渡辺　篤

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 村田　俊祐

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているディーエムソ

リューションズ株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日

から2025年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包

括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、ディーエムソリューションズ株式会社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連

結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び

内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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